
― 1 ― 

「室蘭市子ども・子育て支援事業計画（素案）」への意見募集について 

～ パブリックコメントの実施について ～ 

 

 

１．実施目的 

   市の基本的な施策に関する計画となる本計画の策定を行うに当たり、計画内容をより

良いものとするために市民等から意見を募集し、もって市政の公正の確保、透明性の向

上を図るとともに、市政への市民等の参画を進め、開かれた市政運営と協働のまちづく

りを推進することを目的として実施します。 

 

２．募集期間 

    平成２７年１月６日（火） ～ 平成２７年２月５日（木）  

 

３．意見提出対象者 

   室蘭市民に限らず、外国人を含むすべての方が対象となります。また、法人のほか、

町内会や商店会などの法人格がなくても、団体の規約及び代表者が定められているもの

も対象となります。 

 

４．提出方法 

    別紙「意見記入用紙」に記入し、以下の方法で提出  

（１）持参の場合 

      室蘭市保健福祉部 子ども・子育て新制度準備室（本庁舎１階） 

      ※受付時間 ･･･ 平日の８時４５分～１７時１５分 

（２）郵送の場合 

      〒０５１－８５１１  室蘭市幸町１番２号 

      室蘭市保健福祉部 子ども・子育て新制度準備室 あて 

（３）意見箱へ投函の場合 

      意見箱設置場所：市内１１か所 

①証明交付コーナー（室蘭市役所本庁舎１階）、 

②戸籍住民課（広域センタービル）、 

③蘭東支所（「えきがるセンター」東室蘭駅自由通路東口）、 

④保健センター（健康推進課）、 

⑤子ども発達支援センター（あいくる）、 

⑥女性センター、 ⑦青少年研修センター、 

⑧障害者福祉総合センター（ぴあ２１６） 

⑨総合福祉センター、 ⑩中島会館、 ⑪白鳥台会館 
      ※受付時間 ･･･ 平日の８時４５分～１７時１５分 

（４）ファクスの場合 

      ＦＡＸ （０１４３）２５－２４０１ 

      室蘭市保健福祉部 子ども・子育て新制度準備室 あて 

（５）電子メールの場合 

メールアドレス：kodomo@city.muroran.lg.jp 
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（６）電子申請システムの場合 

市ホームページの電子申請システムに入力 

 

５．周知方法 

   広報「むろらん」１月号、市ホームページ、報道機関を通じて周知 

 

６．その他 

① 電話等による口頭での意見は受け付けない。 

② 提出してもらった意見に対する個別の回答は行わないが、市の考え方については、意

見募集期間終了後、市のホームページ等で公表 

③ ここで取得した個人情報（住所・氏名・連絡先など）は、本計画策定業務以外への使

用や公表はしない。 

 

 

 

≪パブリックコメント手続きの流れ（イメージ）≫ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【対象となる計画等とは】 

●市の基本的な施策に関する計画、指針等の策定または

改廃など 

【案や資料の公表方法は】 

●市のホームページに掲載 

●所管課、支所、その他指定の場所 

●市広報紙への掲載、報道機関を通じて情報提供 

【意見を提出する方法は】 

●期間…30日以上 

●方法…①指定の場所に持参 

    ②郵便・FAX・電子メールで送信 

    ※障がい者、高齢者で記載が困難な場合は口頭

での意見は可 

●意見提出には、住所及び氏名、電話番号を明記 

【提出された意見の取り扱いは】 
●提出された意見を踏まえて、計画等の意思決定をする 

●意思決定後の公表の方法 

①提出意見の概要 

②提出意見に対する市の考え方 

③決定した計画の内容 

【反映結果の公表】 

●市ホームページ等に掲載 

意見を反映した計画等の実施 



区分

案件名

住所

氏名 連絡先

性別

年代

職業

【用紙が足りない場合は、裏面もお使いください】

ご意見等

●記入されましたら意見箱に投函して下さい。

　また、意見箱への投函のほか、子ども・子育て新制度準備室あてに、郵送、ご持参、FAX、Eメールでも受け付けて
　います。

　　〒051 - 8511　室蘭市幸町1番2号　室蘭市保健福祉部子ども・子育て新制度準備室
　　（TEL：0143 - 50 - 5101 　FAX：0143 - 25 - 2401　 e-mail：kodomo@city.muroran.lg.jp）

① 男　　② 女

① 10代　　② 20代　　③ 30代　　④ 40代　　⑤ 50代　　⑥ 60代　　⑦ 70代　　⑧ 80歳以上

① 自営業　　② 会社員・公務員・教員　　③ 団体職員　　④ ﾊﾟｰﾄ・ｱﾙﾊﾞｲﾄ　　⑤ 学生　　⑥ 無職　　⑦ その他

意 見 記 入 用 紙
　室蘭市では、子ども・子育て支援法に基づき、国が定める基本指針に即して、教育・保育及び地域子ども・
子育て支援事業の提供体制の確保など、子ども・子育てに関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目
的とした「室蘭市子ども・子育て支援事業計画」の策定を行っています。
　このたび、本計画の素案をまとめましたので、内容等について市民の皆さんのご意見をお寄せください。
　（※なお、意見の募集は平成２７年2月５日（水） までです。）

下記区分について記載、選択（該当する番号を○で囲んで下さい）願います。

　室蘭市子ども・子育て支援事業計画

　※ 「住所」・「氏名」・「電話番号」・「ご意見等」は、必ずご記入ください。
　※ ここで取得した個人情報は、標記「計画」の策定業務以外には使用しないほか、公表に使用することはありません。
　※ なお、いただいたご意見は、標記「計画」の策定に反映させられるかを検討し、その結果と市の考え方について、後日、
　　  市のホームページでお知らせします。
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